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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　スロットをつけた基板を形成する方法であって、
　基板上に第１の層として絶縁誘電バリアー薄膜層を堆積すること、
　前記第１の層上に第２の層として層間の誘電薄膜層を堆積すること、
　前記第２の層上に第３の層として抵抗薄膜層を堆積すること、
　前記第３の層上に第４の層として金属の導電性薄膜層を堆積すること、および
　前記複数の薄膜層および前記基板を貫いて、スロット領域により画定されるスロットを
形成して延ばすことであって、それにより、スロットを取り囲む棚状部における削りくず
の数を最小にするようなスロットを形成して延ばすこと、を含み、
　前記絶縁誘電バリアー薄膜層と前記層間の誘電薄膜層の少なくとも一つが圧縮応力下に
あることを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記第４の層上に第５の層として圧縮応力下にある絶縁パッシベーション層を堆積する
ことをさらに含むことを特徴とする、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記第５の層上に第６の層としてキャビテーションバリアー層を堆積すること、および
該第６の層上に第７の層としてポリマーバリアー層を堆積すること、をさらに含むことを
特徴とする、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
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　前記スロットは機械的に形成されることを特徴とする、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　中央供給プリントヘッド用のコーティングした基板であって、
　基板と、
　該基板上に付着される薄膜であって、少なくとも絶縁誘電バリアー層、層間の誘電薄膜
層、抵抗層、および金属導電層からなる複数の層を含む、薄膜と、
　前記基板および前記薄膜を貫いて延びるスロット領域であって、前記複数の層が前記基
板上に所定の順序で堆積されることにより、スロットが該スロット領域を貫いて前記基板
に形成される場合、該スロット領域を取り囲む棚状部における削りくずの数が最小になる
、スロット領域と、
を備え、
　前記絶縁誘電バリアー層と前記層間の誘電薄膜層のうちの少なくとも一つが圧縮応力下
にあることを特徴とするコーティングした基板。
【請求項６】
　前記薄膜はアルミニウムを含むことを特徴とする、請求項５に記載のコーティングした
基板。
【請求項７】
　前記薄膜はタンタルを含むことを特徴とする、請求項５に記載のコーティングした基板
。
【請求項８】
　前記薄膜はタンタルアルミニウムを含むことを特徴とする、請求項５に記載のコーティ
ングした基板。
【請求項９】
　前記薄膜の厚さは、少なくとも０．２５ミクロンであることを特徴とする、請求項５に
記載のコーティングした基板。
【請求項１０】
　キャビテーションバリアー層をさらに備え、前記スロット領域は、前記キャビテーショ
ンバリアー層を貫いて延びることを特徴とする、請求項５に記載のコーティングした基板
。
【請求項１１】
　圧縮応力下にあるパッシベーション層をさらに備え、前記スロット領域は、前記パッシ
ベーション層を貫いて延びることを特徴とする、請求項５に記載のコーティングした基板
。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、インクジェットプリントヘッド等において用いられるもの等の、基板に関する
。特に、基板は少なくとも１つの薄膜層でコーティングされ、基板と薄膜層とを貫いてス
ロット領域が延びている。
【０００２】
【従来の技術】
様々なインクジェット印字装置が、当該技術分野において既知であり、このなかには、熱
的に作動するプリントヘッドと機械的に作動するプリントヘッドの両方が含まれる。熱的
に作動するプリントヘッドは、抵抗要素等を用いてインクの吐出を行い、機械的に作動す
るプリントヘッドは、圧電トランスデューサ等を用いる。
【０００３】
代表的な熱インクジェットプリントヘッドは、半導体基板上に設けた複数の薄膜抵抗器を
有する。基板上には、ノズル板とバリアー層とが設けられて、それぞれの抵抗器近くに発
射チャンバを規定する。抵抗器を通って電流すなわち「発射信号」が伝わることによって
、対応する発射チャンバ内のインクが加熱され、対応するノズルを通って吐出される。
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【０００４】
インクは、典型的には、半導体基板内に機械加工した供給スロットを通って発射チャンバ
に送出される。基板の形状は通常長方形であり、スロットは基板内に長さ方向に配置され
ている。抵抗器は、典型的には、スロットの両側に２行に配置され、好ましくは、この２
つの行はスロットからの距離が略等しく、それぞれの抵抗器におけるインクチャネル長さ
が略等しいようになっている。プリントヘッドが１度通過することによって達成される印
字スウォース（print　swath）の幅は、抵抗器の各行の長さと略等しく、抵抗器の各行の
長さは、スロットの長さと略等しい。
【０００５】
供給スロットは、典型的には、サンドドリリング（「サンドスロッティング」としても知
られている）によって形成されている。この方法は、速く、比較的簡単かつスケーラブル
なプロセスである。サンドブラスト法では、高精度に基板に開口部を形成することができ
るとともに、周囲の部品および材料の実質的な損傷を一般的に回避する。また、過度な熱
を生成することなく、多くの異なるタイプの基板に切断によって開口部を形成することが
できる。さらに、製造プロセス中の相対的な配置の精度を改良することができる。
【０００６】
サンドスロッティングは、このように明白な利点をもたらすが、また、半導体基板にマイ
クロクラックが生じてしまう可能性があるという点で、不利でもある。このようなマイク
ロクラックは、基板の破壊強度をかなり下げ、その結果、チップにもクラックが生じるた
め、かなりの歩留まりロスが生じてしまう。また、破壊強度が低いと、基板の長さも制限
されてしまい、それによって今度は、印字スウォースの高さおよび全体的な印字速度が悪
影響を受けてしまう。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
さらに、サンドスロッティングによって、通常、スロットの入力側と出力側の両方で、基
板に削りくずが生じてしまう。このような削りくずによって、２つの別個の問題が生じる
。通常、削りくずは数十ミクロンの大きさであり、発射チャンバをスロットの縁にどれだ
け近づけて配置することができるかを制限する。時には削りくずはこれよりも大きく、製
造工程における歩留まりロスが生じてしまう。この削りくずの問題は、所望のスロット長
さが長くなり所望のスロット幅が狭くなるにつれて、より頻繁になる。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
本発明において、中央供給プリントヘッド用のコーティングした基板は、基板と、基板の
上に施した薄膜と、基板と薄膜とを貫いて延びるスロット領域とを有する。１実施形態に
おいて、複数の薄膜、または薄膜のスタックが、基板の上にデポジットされる。この実施
形態において、スロット領域は、複数の薄膜を貫いて延びる。
【０００９】
基板および薄膜のスロット領域を貫いて、スロットが形成される。基板の上に施した薄膜
によって、スロットを取り囲む棚状部における削りくずの数と、基板を貫くクラック形成
とが、最小になる。１実施形態において、スロットは機械的に形成される。
【００１０】
１実施形態において、薄膜は、金属膜、ポリマー膜、および誘電膜のうちの少なくとも１
つである。他の実施形態において、薄膜材料は、展性を有する、および／または圧縮下で
デポジット（堆積）される。
【００１１】
１実施形態において、基板はシリコンであり、薄膜は、フィールド酸化物等の、基板から
成長した絶縁層である。１実施形態において、薄膜はＰＳＧである。１実施形態において
、薄膜は、窒化ケイ素と炭化ケイ素のうちの少なくとも１つ等の、パッシベーション層で
ある。１実施形態において、薄膜は、タンタル等のキャビテーションバリアー層である。
本発明において、いかなる組み合わせの薄膜を基板の上に施してもよい。
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【００１２】
それぞれの薄膜層の最小厚さは、約０．２５ミクロンである。基板の上にコーティングさ
れた薄膜が複数ある１実施形態において、薄膜の厚さは、約５０ミクロンまでであり、個
々の層の材料および厚さによって決まる。１実施形態において、薄膜のスタックの厚さは
、少なくとも約２．５ミクロンである。
【００１３】
【発明の実施の形態】
金属、誘電体、ポリマー、等の材料を基板の上にコーティングすることによって、スロッ
ト形成の結果生じる基板における削りくずは、大きさが小さくなり、数が減る。一般的に
、層の数および各層の厚さは、削りくずの大きさおよび数の低減に直接的な相関関係があ
る。他の実施形態において、破壊前に大きく変形することができる、展性を有する、すな
わち非脆性の材料が、本発明とともに用いられる。さらに他の実施形態において、基板を
コーティングする層は、圧縮応力下でこの構造を配置する。この圧縮応力は、スロット形
成中にコーティングした基板構造が受ける張力に対抗する。
【００１４】
以下でより詳細に説明するように、一般的に、基板の上にデポジットされる層の数、デポ
ジットされる各層の厚さ、各層における圧縮応力の量、および各層における材料の展性は
それぞれ、チップの棚状部における削りくずの数の低減に直接的な相関関係がある。
【００１５】
図１は、本発明のプリントヘッド１４を有するインクジェットカートリッジ１０の斜視図
である。
【００１６】
図２Ａおよび図２Ｂは、それぞれ図１のＡ－Ａ線を通る概略の部分側断面図およびＢ－Ｂ
線を通る概略の部分正面断面図である。図２Ａおよび図２Ｂにおいて、基板２８の上には
薄膜のスタック２０が施されている。薄膜のスタック２０と基板２８とを貫くスロット領
域１２０の区域を、破線で示す。薄膜のスタック２０の各層が基板の上にデポジットされ
るにつれて、スロット領域１２０は薄膜のスタック２０を貫いて延びる。
【００１７】
プリントヘッド１４の製造工程は、基板２８から始まる。１実施形態において、基板２８
は、当業者に既知の単結晶シリコンウエハーである。直径４インチであれば約５２５ミク
ロンの、直径６インチであれば約６２５ミクロンのウエハーが適当である。１実施形態に
おいて、シリコン基板は、約０．５５オーム／ｃｍまで低濃度にドープしたｐ型である。
【００１８】
または、出発の基板は、ガラス、半導体材料、金属基複合材料（ＭＭＣ）、セラミックス
基複合材料（ＣＭＣ）、ポリマー基複合材料（ＰＭＣ）、またはサンドイッチ状Ｓｉ／ｘ
Ｍｃであってもよい。ｘというフィラー（充填）材料は、真空処理後エッチングによって
複合材料から取り除かれる。
【００１９】
基板２８を、キャッピング層３０が覆いシールし、それによって気体および液体バリアー
層を提供する。キャッピング層３０はバリアー層なので、流体は基板２８に流入すること
ができない。キャッピング層３０は、二酸化ケイ素、酸化アルミニウム、炭化ケイ素、窒
化ケイ素、およびガラス等、様々な異なる材料で形成してもよい。また、キャッピング層
３０に絶縁誘電材料を用いることも、導電トレースによる相互接続（図示せず）から基板
２８を絶縁するのに役立つ。キャッピング層３０は、スパッタリング、蒸着、およびプラ
ズマ強化化学蒸着（ＰＥＣＶＤ）等、当業者に既知の様々な方法のうちのいずれを用いて
形成してもよい。キャッピング層３０の厚さは、基板２８を覆いシールするのに十分であ
れば、いかなる所望の厚さであってもよい。一般的に、キャッピング層３０の厚さは、約
１から２ミクロンまでである。
【００２０】
１実施形態において、キャッピング層は、フィールド酸化物（ＦＯＸ）３０であり、露出
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した基板２８上に熱成長２０５する。この工程によって、ＦＯＸがシリコン基板内に成長
するとともに上にデポジットされ、全体で約１．３ミクロンの厚みにわたって形成される
。ＦＯＸ層がシリコンを基板から引っ張るために、ＦＯＸ層と基板との間には強力な化学
結合が確立される。この層は、形成されるＭＯＳＦＥＴ同士を互いから絶縁し、熱インク
ジェットのヒータ抵抗器の酸化物下地層の一部として機能する。
【００２１】
ＰＥＣＶＤ技術によって、リンをドープした（ｎ＋）二酸化ケイ素の相互誘電性の絶縁ガ
ラス層（ＰＳＧ）３２がデポジットされる。一般的に、ＰＳＧ層３２の厚さは、約１から
２ミクロンまでである。１実施形態において、この層は厚さが約０．５ミクロンで、熱イ
ンクジェットのヒータ抵抗器の酸化物下地層の残りを形成する。他の実施形態において、
厚さの範囲は約０．７から０．９ミクロンである。
【００２２】
マスクが施され、ＰＳＧ層がエッチングされて、ＭＯＳＦＥＴ用の相互接続ビアのための
開口部をＰＳＧに設ける。別のマスクが施されエッチングが行われて、ベースのシリコン
基板２８に接続できるようにする。ビアの形成および使用については、その参照によって
その全体が組み込まれる、「Process for Manufacturing Thermal Ink Jet Printhead an
d Integrated Circuit(IC)Structures Produced Thereby」についてのStoffelへの米国特
許番号第４，８６２，１９７号（本願の出願人に譲渡されている）において説明されてい
る。
【００２３】
この構造の上に抵抗材料でできた層１１４をデポジットすることによって、発射抵抗器が
形成される。１実施形態において、スパッタデポジション技術を用いて、この構造を横切
って、タンタルアルミニウムの混合物でできた層１１４をデポジットする。この混合物の
面抵抗は、約３０オーム／□（オーム／スクウェア）である。一般的に、抵抗器層１１４
の厚さは約１から２ミクロンまでである。
【００２４】
当業者には、タンタルアルミニウム、ニッケルクロム、および窒化チタンを含む様々な好
適な抵抗材料が既知である。これらは、任意で酸素、窒素、および炭素等の適当な不純物
をドープして、材料の抵抗を調整してもよい。抵抗材料は、スパッタリングや蒸着等、い
かなる好適な方法によってデポジットしてもよい。典型的には、抵抗器層は厚さが約１０
０オングストロームから３００オングストロームの範囲内である。しかし、厚さがこの範
囲外の抵抗器層もまた、本発明の範囲内である。
【００２５】
抵抗器層１１４の上には、導電層１１５が施される。導電層１１５は、アルミニウム／銅
（４％）、銅、および金を含む様々な異なる材料のうちのいずれで形成してもよく、スパ
ッタリングや蒸着等、いかなる方法によってデポジットしてもよい。一般的に、導電層１
１５の厚さは約１から２ミクロンまでである。１実施形態において、スパッタデポジショ
ンを用いて、アルミニウムでできた層１１５を、約０．５ミクロンの厚さまでデポジット
する。
【００２６】
抵抗器層１１４と導電層１１５とは、フォトリソグラフィー等によってパターニングされ
、エッチングされる。図３および図４に示すように、導電層１１５のうちのある区域がエ
ッチングによって取り除かれて、導電トレース１１５の下で抵抗器層１１４から個々の抵
抗器１３４を形成する。１実施形態において、マスクが施されエッチングされて、抵抗器
ヒータの幅と導電トレースとを規定する。次に、別のマスクを同様に用いて、ヒータ抵抗
器の長さとアルミニウム導線１１５の末端を規定する。
【００２７】
抵抗器および導電トレースの上に、絶縁パッシベーション層１１７を形成して、導電性の
流体を用いた場合の、流体の帯電や装置の腐食を防止する。パッシベーション層１１７は
、二酸化ケイ素、酸化アルミニウム、炭化ケイ素、窒化ケイ素、およびガラス等のいかな
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る好適な材料で、スパッタリング、蒸着、およびＰＥＣＶＤ等のいかなる好適な方法によ
って、形成してもよい。一般的に、パッシベーション層１１７の厚さは、約１から２ミク
ロンまでである。
【００２８】
１実施形態において、ＰＥＣＶＤ法を用いて、構成要素のパッシベーションとして機能す
る窒化ケイ素／炭化ケイ素の混合物の層１１７をデポジットする。このパッシベーション
層１１７は、厚さが約０．７５ミクロンである。他の実施形態において、厚さは約０．４
ミクロンである。この構造の表面には、マスクが施されエッチングされて、金属の相互接
続用のビアが作成される。１実施形態において、パッシベーション層１１７は、圧縮応力
下においてこの構造で形成される。
【００２９】
パッシベーション層１１７の上に、キャビテーションバリアー層１１９が付け加えられる
。キャビテーションバリアー層１１９は、それぞれの噴出される流体滴の後に残る、つぶ
れていく駆動気泡の力を分散させるのに役立つ。一般的に、キャビテーションバリアー層
１１９の厚さは、約１から２ミクロンまでである。１実施形態において、キャビテーショ
ンバリアー層１１９はタンタルである。タンタル層１１９は、厚さが約０．６ミクロンで
あり、パッシベーション、アンチキャビテーション、および接着の層として働く。１実施
形態において、キャビテーションバリアー層１１９は、スロット形成中に基板からエネル
ギーを吸収して取り去る。タンタルは、ベータ相でデポジットされる、強靱で展性を有す
る材料である。この材料の結晶粒構造は、この層がまた圧縮応力下での構造をとるような
ものになっている。タンタル層は、迅速にスパッタデポジションされ、それによって層内
の分子を所定位置に保持する。しかし、タンタル層をアニーリングすると、圧縮応力は開
放される。
【００３０】
図３に示すように、スロット領域１２０の区域全般において、基板および薄膜のスタック
にドリルスロット１２２が形成される。ドリルスロット１２２を形成する方法として、ひ
とつには、研磨サンドブラストがある。ブラスト装置は、加圧気体（例えば、圧縮空気）
源を用いて、薄膜層でコーティングした基板に向かって研磨粒子を噴出して、スロットを
形成する。粒子は、気流が高流量（例えば、約２－２０グラム／分の流量）で装置から運
ぶ。次に粒子はコーティングした基板に接触し、基板を貫いて開口部が形成される。
【００３１】
研磨粒子の大きさは、直径が約１０－２００ミクロンの範囲である。研磨粒子には、例え
ば、酸化アルミニウム、ガラスビーズ、炭化ケイ素、炭酸水素ナトリウム、ドロマイト、
およびウォルナットシェルを含む。
【００３２】
１実施形態において、研磨サンドブラストは、スロット領域１２０に向ける研磨粒子とし
て酸化アルミニウム粒子を用いている。サンドブラストにおいては、約５６０から６１０
ｋＰａの圧力を用いる。用いるサンドのタイプは、２５０ＯＰＴである。
【００３３】
本発明において、金属、プラスチック、ガラス、およびシリコンを含む基板を、貫いてス
ロットが形成されていてもよい。しかし、本発明は、いかなる特定の基板材料の切断にも
限定されるべきではない。同様に、本発明は、いかなる特定の研磨粉の使用にも限定され
るべきではない。幅広い様々な異なるシステムおよび粉末を用いることができる。
【００３４】
図３に示すように、キャビテーションバリアー層１１９の上に、ポリマーバリアー層１２
４がデポジットされる。一般的に、バリアー層１２４の厚さは約２０ミクロンまでである
。１実施形態において、バリアー層１２４は、フォトイメージング可能なエポキシ（ＩＢ
Ｍが開発したＳＵ８等）等の、高速な架橋ポリマーや、信越化学（ＳｈｉｎＥｔｓｕTM）
が製造したＳＩＮＲ－３０１０等の、フォトイメージング可能なポリマーまたは感光性シ
リコーン誘電体から構成されている。
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【００３５】
他の実施形態において、バリアー層１２４は、インクの腐食作用に略不活性の有機ポリマ
ープラスチックでできている。この目的に好適なプラスチックポリマーには、例えば、米
国デラウェア州ウィルミントン市のデュポン社がＶＡＣＲＥＬおよびＲＩＳＴＯＮの商標
名で販売している製品がある。バリアー層１２４の厚さは、約２０から３０ミクロンであ
る。
【００３６】
１実施形態において、スロットのドリリング（穴あけ）の前に、バリアー層１２４が施さ
れパターニングされる。この実施形態において、図２Ｂに示すように、ドリルスロット領
域１２０の終わりはキャビテーションバリアー層１１９である。
【００３７】
他の実施形態において、図２Ｃに示すように、スロット領域１２０はバリアー層１２４を
貫いて延びる。この実施形態において、研磨サンドブラスト工程は、バリアー層１２４を
貫いて施される。バリアー材料の特性は、スロット形成での棚状部における削りくずの数
を減らす助けとなる。ポリマーバリアー材料は、スロット形成中に基板からエネルギーを
吸収して取り去り、それによって、基板構造に与える影響を弱める。その結果、基板を貫
くクラックの拡大は遅くなり、棚状部における削りくずは減る。
【００３８】
１実施形態において、バリアー層１２４は、本願において説明するように、そこを通って
流体が噴出されるオリフィスを含む。他の実施形態において、バリアー層の上にオリフィ
ス層が施され、それによって発射チャンバ１３２の上にオリフィスが形成される。これに
ついては、以下でより詳細に説明する。
【００３９】
図４は、コーティングした基板の平面図であり、図３のＣ－Ｃ線（バリアー層）を通る構
造を示す。図４に示すように、基板の形状は通常長方形であり、スロット１２２は基板内
に長さ方向に配置されている。プラスチックバリアー層１２４は、マスクが施されエッチ
ングされて、棚状部１２８、流体流チャネル１３０、および発射チャンバ１３２を規定す
る。棚状部１２８は、スロット１２２を取り囲んで、チャネル１３０まで延びている。そ
れぞれの発射チャンバ１３２は、少なくとも１つの流体チャネル１３０を有する。バリア
ー層内の流体チャネル１３０には、棚状部１２８に沿って流れる流体の入口がある。図３
の矢印で示すように、供給流体（図示せず）は基板２８の下にあり、加圧されて、ドリル
スロット１２２を通り発射チャンバ１３２内へと流れ上がる。図３の矢印で示すように、
流体チャネル１３０は、スロット１２２から対応する発射チャンバ１３２に流体を向ける
。
【００４０】
それぞれの発射チャンバ１３２内には、加熱要素１３４がある。加熱要素１３４は、抵抗
材料層１１４で形成されており、パッシベーション層およびキャビテーションバリアー層
でコーティングされている（図３に示す）。加熱要素１３４を通って電流すなわち「発射
信号」が伝わることによって、対応する発射チャンバ内の流体が加熱され、対応するノズ
ルを通って吐出される。
【００４１】
加熱要素１３４と対応する発射チャンバ１３２とは、スロット１２２の両側の２つの行に
配置され、この２つの行はスロットからの距離が略等しく、それぞれの抵抗器におけるイ
ンクチャネル長さが略等しいようになっている。プリントヘッドが１度通過することによ
って達成される印字スウォースの幅は、抵抗器の各行の長さと略等しく、抵抗器の各行の
長さは、スロットの長さと略等しい。
【００４２】
本発明の他の実施形態において、マルチスロットのチップと、プリントヘッド１４内で互
いに隣接するチップとがある。マルチスロットのチップ１つの中での、およびチップ同士
の間でのスロット間距離は、スロット形成前に基板をコーティングする本発明を用いて、
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棚状部における削りくずの大きさおよび数を低減することによって、約２０％までの割合
だけ小さくなる。ドリルの歩留まり（ドリリング後に仕様書の範囲内におさまるチップの
数）は、本発明の方法を用いて約２５－２７％までの割合だけ上昇する。削りくずの歩留
まりロス（削りくずによる歩留まりロス）もまた、約３０％までの割合だけ低下する。ド
リル歩留まりと削りくずの歩留まりロスとに高い相関関係があるのは、削りくずが歩留ま
りロスの最も大きい要因であるという事実による。
【００４３】
パターニングしたＦＯＸ層、ＰＳＧ層、およびパッシベーション層が基板上にデポジット
された第１の実施形態において、スロット歩留まりは約８３％であった。パターニングし
たＦＯＸ層、ＰＳＧ層、パッシベーション層、およびタンタル層が基板上にデポジットさ
れた第２の実施形態において、スロット歩留まりは約８７％であった。第１の実施形態と
第２の実施形態との間の割合の差は、９５％の確かさのレベルで統計的に有意である。パ
ターニングしないＦＯＸ層、ＰＳＧ層、パッシベーション層、ＴａＡｌ／Ａｌ層、および
タンタル層が基板上にデポジットされた第３の実施形態において、スロット歩留まりは約
８８％であった。
【００４４】
本発明において、ドリリング前に基板上に薄膜層を施すことによって、削りくずの数が約
９０％までの割合だけ減る。１実施形態において、長さがスロット幅の約１／４よりも長
い削りくずの数は、約４０個以下である。（スロット幅は、典型的には約１５０から２０
０ミクロンである。１実施形態において、スロット幅は約１７０ミクロンであり、カウン
トされる削りくずの長さは約４０ミクロンである。）他の実施形態において、削りくずの
数は、約１０個以下である。特に、ＦＯＸ、パッシベーション、アルミニウム、タンタル
アルミニウム、およびタンタルがシリコン基板上にデポジットされる１実施形態において
、削りくずの数は、約１０個から約３０個の間である。
【００４５】
本発明の原理、好ましい実施形態、および実施例を上で説明した。しかし、本発明は、説
明した特定の実施形態に限定されるものとして解釈されるべきではない。例えば、プリン
トヘッドを形成する他の実施形態において基板の上に施される、ゲート酸化物（ＧＯＸ）
層、金、バリアー材料用に用いるポリマー層、および多結晶シリコン等の層が、基板の上
にデポジットされてもよい。
【００４６】
１実施形態において、基板の上には１つの層が施される。または、基板の上には１つより
も多い層が施される。さらに、本発明は、説明した各層の順番に限定されるものではない
。本発明は、上述の各層をいかなる順番で配置することも含む。特に、基板の上に以下の
各層のうちの１つまたはそれよりも多くを施してもよい。すなわち、次のいかなる組み合
わせでもよい、展性を有する材料の層、金属、圧縮応力下にある材料、抵抗材料（タンタ
ルアルミニウム等）、導電材料（アルミニウム等）、キャビテーションバリアー層（タン
タル等）、パッシベーション層（窒化ケイ素や炭化ケイ素等）、基板から成長した絶縁層
（ＦＯＸ等）、ＰＳＧ、ポリマー層、および誘電層。
【００４７】
１実施形態において、スロット領域の上の薄膜のスタックの厚さは、０．２５ミクロンか
ら約５０ミクロンまでの範囲である。他の実施形態において、膜の厚さは少なくとも約２
1/2ミクロンである。他の実施形態において、膜の厚さは少なくとも約３ミクロンである
。
【００４８】
さらに、基板のスロットは、ダイヤモンドソーによる切断等、他の機械的方法によって形
成してもよく、レーザー切断／アブレーションによって形成してもよい。したがって、上
述の実施形態は、限定的ではなく例示的であるとみなすべきであり、特許請求項の範囲に
よって規定される本発明の範囲から逸脱することなく当業者がそのような実施形態におい
て変形を行ってもよい、ということが理解されるべきである。
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【００４９】
上記の実施形態は、以下の発明を含んでいる。
【００５０】
１．　スロット１２２を取り囲む棚状部（１２８）における削りくずの数を最小にしなが
らスロットをつけた基板（２８）を形成する方法であって、基板（２８）の上に薄膜（２
０、３０、３２、１１４、１１５、１１７、１１９および／または１２４）をデポジット
する段階と、前記基板（２８）と前記薄膜（２０、３０、３２、１１４、１１５、１１７
、１１９および／または１２４）とを貫いて延びるスロット領域（１２０）を貫いて前記
基板（２８）に前記スロット（１２２）を形成する段階とを含む方法。
【００５１】
２．　前記薄膜は金属膜（１１４、１１５および／または１１９）である、前記１に記載
の方法。
【００５２】
３．　前記薄膜はポリマー膜（１２４）である、前記１に記載の方法。
【００５３】
４．　薄膜は誘電膜（３０、３２、および／または１２４）である、前記１に記載の方法
。
【００５４】
５．　前記薄膜は展性を有する材料である、前記１に記載の方法。
【００５５】
６．　前記デポジットされる薄膜は圧縮応力を受ける、前記１に記載の方法。
【００５６】
７．　スロット（１２２）を取り囲む棚状部（１２８）におけるクラック形成を最小にし
ながらスロットをつけた基板（２８）を形成する方法であって、基板（２８）の上に薄膜
（２０、３０、３２、１１４、１１５、１１７、１１９および／または１２４）をデポジ
ットする段階と、前記基板（２８）と前記薄膜とを貫いて延びるスロット領域（１２０）
を貫いて前記基板（２８）に前記スロット（１２２）を形成する段階とを含む方法。
【００５７】
８．　基板（２８）にスロット（１２２）を形成する方法であって、基板（２８）の上に
展性を有する薄膜（２０、３０、３２、１１４、１１５、１１７、１１９および／または
１２４）をデポジットする段階と、前記基板（２８）と前記展性を有する薄膜とを貫いて
延びるスロット領域（１２０）を貫いて前記基板（２８）にスロット（１２２）を形成す
る段階とを含む方法。
【００５８】
９．　前記薄膜は圧縮応力を受けた状態でデポジットされる、前記８に記載の方法。
【００５９】
１０．　中央供給プリントヘッド（１４）用のコーティングした基板（２８）であって、
基板（２８）と、該基板（２８）の上に施されるポリマー膜（１２４）と、前記基板（２
８）と前記ポリマー膜（１２４）とを貫いて延びる、スロット領域（１２０）とを含む、
コーティングした基板。
【００６０】
１１．　中央供給プリントヘッド（１４）用のコーティングした基板（２８）であって、
基板（２８）と、該基板（２８）の上に施される金属膜（１１４、１１５および／または
１１９）と、前記基板（２８）と前記金属膜（１１４、１１５および／または１１９）と
を貫いて延びる、スロット領域（１２０）とを含む、コーティングした基板。
【００６１】
１２．　前記金属膜（１１４、１１５および／または１１９）は圧縮応力を受けた状態に
ある、前記１１に記載の基板（２８）。
【００６２】
１３．　中央供給プリントヘッド（１４）用のコーティングした基板（２８）であって、
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基板（２８）と、該基板（２８）の上に施される膜（３０、３２、１１４、１１５、１１
７、１１９および／または１２４）であって、厚さが少なくとも約２．５ミクロンである
膜と、前記基板（２８）と前記膜とを貫いて延びる、スロット領域（１２０）とを含む、
コーティングした基板。
【００６３】
１４．　中央供給プリントヘッド（１４）であって、基板（２８）と、該基板（２８）の
上に施される金属膜（１１４、１１５および／または１１９）と、前記基板（２８）と前
記金属膜（１１４、１１５および／または１１９）とを貫いて延びる、スロット領域（１
２０）とを含む、中央供給プリントヘッド。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明のプリントヘッドを有するインクジェットカートリッジの図である。
【図２】　本発明の薄膜のスタックを示す図である。（Ａ）は基板の上に薄膜コーティン
グを施した状態の、図１のＡ－Ａ線を通る概略側断面図である。（Ｂ）は薄膜コーティン
グおよび基板の、図１のＢ－Ｂ線を通る概略正面断面図である。（Ｃ）はバリアー層をそ
の上に施した状態の、図２Ｂの構造図である。
【図３】　スロット領域を取り除いた状態の、図２Ｂの構造図である。
【図４】　図３の構造のＣ－Ｃ線を通る図である。
【符号の説明】
１４　中央供給プリントヘッド
２８　基板
３０キャッピング層
３２　絶縁ガラス層
１１４抵抗器層
１１５導電層
１１９　キャビテーションバリアー層
１２０　スロット領域
１２２　スロット
１２４　ポリマーバリアー膜
１２８　棚状部
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【図３】

【図４】
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